
平成２８年（２０１６年）３月１４日  

総 務 委 員 会 資 料 

経 営 室 人 事 担 当 

（第１８号議案） 

 

中野区職員の育児休業等に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第７条 （略）  第１条～第７条 （略） 

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算し

て１年を経過しない場合に育児短時間勤務をす

ることができる特別の事情） 

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算し

て１年を経過しない場合に育児短時間勤務をす

ることができる特別の事情） 

第８条 育児休業法第１０条第１項ただし書の条

例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とす

る。 

第８条 育児休業法第１０条第１項ただし書の条

例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とす

る。 

⑴ 育児短時間勤務（育児休業法第１０条第１項

（地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭

和２７年法律第２８９号）附則第５項において

読み替えて準用する地方公営企業法（昭和２７

年法律第２９２号）第３９条第５項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）の育児短

時間勤務をいう。以下同じ。）をしている職員

が産前の休業を始め、若しくは出産したことに

より当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、

又は第１１条第１号に掲げる事由に該当した

ことにより当該育児短時間勤務の承認が取り

消された後、当該産前の休業若しくは出産に係

る子若しくは同号の規定による承認に係る子

が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居す

ることとなったこと。 

⑴ 育児短時間勤務（育児休業法第１０条第１項

（地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭

和２７年法律第２８９号）附則第５項において

読み替えて準用する地方公営企業法（昭和２７

年法律第２９２号）第３９条第３項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）の育児短

時間勤務をいう。以下同じ。）をしている職員

が産前の休業を始め、若しくは出産したことに

より当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、

又は第１１条第１号に掲げる事由に該当した

ことにより当該育児短時間勤務の承認が取り

消された後、当該産前の休業若しくは出産に係

る子若しくは同号の規定による承認に係る子

が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居す

ることとなったこと。 

 ⑵～⑹ （略）  ⑵～⑹ （略） 

第９条～第１８条 （略） 第９条～第１８条 （略） 

   附 則 （略）    附 則 （略） 

  

   附 則  

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  

  

 


